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この報告書は交通エコモ財団の自主事業「諸外国のバリアフリーに関する情報収集と会議への

参加」の一環として 2009 年に実施した海外調査の記録をまとめたものである。 

移動と公共交通機関のバリアフリー化、特に利用者の意見をバリアフリー整備に反映させる仕

組みや制度の調査に主眼を置いたものである。訪問先はフランス・パリの ITF（これまでは ECMT:

欧州運輸大臣会議という名称）、ベルギー・ブラッセルの AGE（欧州高齢者プラットフォーム）、

EDF（欧州障害者フォーラム）、STIB（ブラッセル市交通局）、POLIS（交通刷新のための欧州都市・

地域ネットワーク）、イギリス・ロンドンの DPTAC（障害者交通諮問委員会）である。 

なお訪問先のベルギーの AGE、英国の DPTAC からは、同年 12 月に東京・新宿で開催した「高齢

者・障害者の移動円滑化国際セミナー」での講演者をお招きし、それぞれの組織の活動内容につ

いてご講演頂いた。 
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Ⅰフランス パリ 

1 International Transport Forum (ITF：国際運輸フォーラム)  
 
応対者：Mary Crass 主席事務官、 Jack Short 事務総長（あいさつのみ） 

訪問者：吉川、沢田、山本（通訳） 

訪問日・場所：2009 年 9 月 7 日 ITF 本部 

 
（１）ITF の概要 

従前の名称は欧州運輸大臣会議（ECMT）であった（OECD ：Organization for Economic 
Cooperation and Development の一部門）。名称の通りヨーロッパ中心の組織であった同会

議が、運輸問題へのグローバルな対応の必要性の高まりから、2007 年に現在の

ITF(International Transport Forum：国際運輸フォーラム)に名称を変更した。現在 52 カ

国が参加しており、毎年ドイツのライプチヒでフォーラムを開催している。4 日間のワーク

ショップと、1 日間の政府ハイレベル担当者会議（各国運輸大臣が参加）を実施し、これを

活動の柱としている。 
これまでのものを含めフォーラム開催テーマの例を以下に示した。 

 
＜フォーラムテーマ＞ 

2011 年：Transport & Society（予定） 
2010 年：Transport & Mobility 
2009 年：Transport & Globalization 
2008 年：Transport & Energy, Climate Change 

 
上記フォーラムに加え、2010 年 1 月 14 日には TRB（ワシントン D.C.にて開催の米国

交通学会）の最終日にワールドバンク（世銀）との共催により、フォーラムに向けたプレ

ワークショップを開催する。テーマは”Innovation in Accessible Transport for All”である。 
 

（２）ITF が関心を寄せる個別テーマについて 

①高齢ドライバーとその対策について 

高齢ドライバーの対策については、運転できない高齢者が増加していること並びに運転

の安全性確保の必要性について、世界的にも共通した認識があると考えられる。 
欧州の傾向としては「高齢になってもできるだけ長く公共交通機関を使えるように」と

いう方針で取り組んでいる。しかしながら、人口密度が低い地域、過疎化が進む地域では

完全な自家用車依存の生活になっているので「もう運転をやめてはどうか」と説得するこ

と自体が困難である。具体的な対応が難しく、例えば、外出できないことによる高齢者の

孤立化の問題も深刻である。 
ITFでは 2001年に” Ageing and Transport Mobility Needs and Safety Issues”という報
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告書をとりまとめており、各国の政策決定者に対して、もっと高齢者の外出問題に注意を

払うべきとの報告を行っているが、実効策がないのが現状である。 
 

②トレーニング 

公共交通事業者向けのトレーニングのための冊子（”Improving Access to Public 
Transport-Guidelines for Transport Personnel”）を作成し普及している（2006 年、図 1）。
また、2009 年には”Cognitive Impairment, Mental Health and Transport”を発行し、認知

障害のある人の公共交通機関利用についても配慮事項をまとめている。同書の前書きでは

以下のように記されており、特にこうした障害への対応が今後欧州でも重要であることが

読み取れる。 
 
認知機能障害や精神衛生上の問題を抱える人は多数いる。その患者にとって公共交通を利用することは、

困難な、トラウマにもなりうることで、多くの患者は使うことすらできないのが現状である。 身体または知覚に障

害を持つ人々のために車両や交通インフラが改善されてきたとはいえ、認知障害や精神衛生上の問題、交

通機関の職員訓練といった解決策の多くは簡単で費用がかからず、世界中どこでも取り入れられるもので、

広く国際社会に利益をもたらすであろう。 交通情報の利用しやすさに関して、他にも改善すべきところがある。

例えば、時刻表の掲示方法の再検討、視覚、聴覚サインの明確化、職員が必要なときに手を貸して利用者

が自信を持てるようにする、といったことが含まれる。 

本書は、認知障害と精神衛生上の問題に関する国際的な交通政策問題を扱った初の出版物である。 本

書は、交通システムとインフラを企画立案、運営する人々が、この問題を理解し、実践的な解決策を見出して、

広く一般市民の交通の円滑化を高めることをも目的としている。 

 
欧州では具体的な取り組みは交通事業者にゆだねているが、米国ではこの分野が進んで

おり、政府が支援した体系的な取り組みとなっている（プロジェクト・アクション）。 
他にも UITP(International Association of Public Transport)のハンドブック”Travel 

Awareness Training”がある。また、英国でもトレーニングが進んでおり、UCL(University 
College London)では様々なワークショップを通じた実績がある。 

利用者トレーニングに関しては ITF レベルでは進んでいない。必要性は認識されている

が、制度的な位置づけもないため、具体的な取り組みに至っていない。EDF、AGE ではそ

れぞれの分野での情報を持っていると思われる。 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

図 1 ”Improving Access to Public Transport-Guidelines for Transport Personnel”の表紙 
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③バリアフリー化 

(a)各国の法制度 

ITF 本部のあるフランスは 2005 年に法律で公共交通機関は 10 年以内にすべてアク

セシブル化することが求められており、トレーニングも実施することになっている。

アクセシブル化できない部分は代替の手段を提供することになっている。ようやく高

齢者、障害者も一般の利用者と同じように利用できることへの枠組みができたことに

なる。政府は法制化すると安心してしまうところがあるが、成果が上がっているか見

届ける必要がある。また、自治体では費用負担が重いので不満が出ていることも事実

である。 
都市によっては当該地域の高齢者団体等と協議を行いニーズを拾っているが、システ

マチックなものにはなっていない。 
同様の法律については、以下の国々でも施行されている。 
 1995 年イギリス 
 2001 年イタリア 
 2002 年ドイツ 
 2003 年スペイン、スイス 
 2005 年アイルランド 

 
(b)各種ニーズ調査について 

具体的な高齢者、障害者のニーズ調査は行っていない。EC で 2008 年に実施し

た”Euro Access Study”が最も内容としては近いと考えられる。各国レベルでは質の差

が大きいが高齢者のニーズ調査がある。仏運輸省のマリボン・デジャム氏や元英運輸

省のアン・フライ氏が担当している。 
ユーザーグループの意見聴取は進んできている印象である。カナダでは行政レベル

の取り組みで良いものがあったと記憶している。事後のクレーム対応型からプロアク

ティブ型（前もってクレームが出ない対応を取る）への切り替えになってきている。 
 

(c)バリアフリーのデータベース構築について 

情報収集を統一的に行うのは困難と考えている。様々な試みはなされてはいるが、

統一性、定義（障害や、何をもってバリアフリー化されたとするか）の問題が解決し

ていない。また、国間で調査年次を揃えるのが難しい。EC では情報収集の課題に係る

検討を 2002 から 2003 年頃に行ったが解決策は出ていない。 
 

④個別交通（STS）、過疎地対策 

STS（Special Transport Service）、DRT（Demand Responsive Transport）は過疎地に

限らず都市部でもニーズがあると考えている。 
地域特性によるが、公共交通機関を提供して移動手段の保障を行うよりも、個別送迎のほ

うがコスト的にも効率性が高いと考えている自治体もある。ただし、全般的には STS は二次
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的なもので、やはり公共交通機関のユニバーサルデザイン化が第一という考えが主流である。

個別交通への依存度が高まり費用がかかりすぎることが各国の例でも明らかになってきたこ

とも背景にある。 
フランスでは公共交通機関を利用できない場合の個別送迎があるが、利用料は公共交通機

関と同程度にするため自治体の負担が大きい。こうした個別交通も法制化後は自治体に任さ

れるので整備が進まない傾向にある。 
 
（３）その他 

①スウェーデン 

・スウェーデンでは公共調達はすべて UD 化せよという法律ができた。 
②スペイン 

・ITF 議長国であるバルセロナは自治体レベルではユーザーサイドの意見も取り入れ、短期

間でバリアフリー化を実践した都市として優れていると評される。オリンピックの効果も

あると思うが、都市として努力している。短期実現のため多少雑な部分は否めない。バル

セロナの DRT はトリップチェーン（交通機関利用における連続性）が意識されており、

予約センターで DRT 利用後の公共交通への乗り継ぎ、さらにその先の乗り換えまで連携

され、案内されている。マドリードの地下鉄も良い評価がされている。 
③フランス 

・パリの地下鉄は老朽化しているため、現在のところ完全なバリアフリーは難しいと言われ

ている。最終的には駅を移設するなどの方法も検討しなければならないのではないかと言

われるが、コスト面から現実性が低く課題となっている。 
 

参考 URL 
ITF http://www.internationaltransportforum.org/ 
Euro Access http://www.euro-access.org 
PT Access  http://www.ptaccess.eu 

参考写真 パリの公共交通機関 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 パリ地下鉄のホームドア 同左（開口部の警告ブロック案内等は無い） 
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ノンステップバスだが正着が徹底されていない様子 

ホームドアのない従来の地下鉄（ホーム床と同系色の

縁端警告ブロックがある） 
厳重なすり抜け防止策をした地下鉄の自動改札機 

パリ北駅コンコースにあった視覚障害者誘導用ブロック 

パリ北駅の有人案内ブース 駅構内の発着案内板 
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Ⅱベルギー ブラッセル 

1 European Cities and regions Networking for Innovative Transport Solustions 
(POLIS：交通刷新のための欧州都市地域ネットワーク)  
 

 応対者：Suzanne Hoadley 会員都市サービス担当 

 訪問者：吉川、沢田、柏原(通訳) 

 訪問日・場所：2009 年 9 月 8 日 POLIS 本部（図 2） 

   ※参考資料 1 にプレゼンテーションスライド掲載 

 

（１）POLIS の概要 

 ○経  緯：1989 年欧州 10 都市により設立。 

       1995 年非営利団体になる。 

 ○組織体制：欧州各国の公的交通輸送に責任を持った市や地域の監督官庁を会員とし、パリ市、

フランクフルト市、プラハ市、ロンドン市交通局など現在 70 機関が会員（正会員）として、

POLIS に加盟している。また準会員として、学識経験者・大学、公的研究機関が参加してい

る。（民間企業は参加できない） 

 ○代表理事：現在、バルセロナ市。任期は１期１年（１回更新可）で現在 2期目。 

 ○管理委員会：9会員（理事、財務官）、任期１年・１回更新可） 

 ○事務スタッフ：10 人（内、１人研修生） 

 ○年次総会：理事や管理委員会の選任、会計・予算、事業戦略の協議と採択 

 ○年間予算：€1,200,000（会員費 50％、欧州プロジェクトからの助成 50％）（約 1億 7千万円） 

       ⇒会費：€4,000～€12,000 

※会費は、会員が事業を行う地域の人口比により設定（人口の多い都市部の機関からは

会費が高いとの不満がある） 

 

（２）事業内容 

①事業目的 

・交通輸送機関におけるイノベーションの推進（交通計画を含む） 

・交通輸送団体、行政機関間の情報交換促進 

・輸送機関のリサーチやイノベーションに関する欧州プロジェクトへの会員の参加支援 

・都市部や地域の交通機関に関する問題に関して、当該地域と欧州機関との間の意思疎通

の仲立ち 

 

②活動テーマ 

以下の 4つの柱を位置づけて取り組んでいる。 

・安全と安心の柱： 

図 2 POLIS の本部 
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以下の分野で積極的活動を行う→ 道路交通の安全（欧州道路安全憲章の推進、交通シス

テムとインターチェンジの安全確保（対テロ対策、小規模犯罪の防止等） 

・環境と健康の柱： 

以下の分野で積極的活動を行う→ 大気汚染対策、交通のソフト面の対応、騒音の低減等 

・移動円滑化と輸送の効率化の柱： 

以下の分野で積極的活動を行う→ ITS の推進、ネットワーク管理、システムの共同化等 

・社会、経済の柱： 

以下の分野で積極的活動を行う→ 公共交通のファイナンス、移動制約者へのアクセシビ

リティの確保など 

 

③主な活動 

(a)ネットワーク構築 

 会員都市のネットワークの構築は以下の活動を通じて行われている。 

・テーマ別のワーキングを設け、経験や事例の交流を行う 

・年 2～3回のミーティング開催 

・情報交換、プロジェクトの提案、政策方針の準備 

・ニュースレター、ウェブサイト（メンバーサイトと一般サイト） 

・年次協議会や研究会開催 

・欧州委員会に対する意見提示、プロポーザル 

 (ｂ)ロビー活動 

   ・各都市や地域輸送関連、欧州機関に対する働きかけ 

   ・地域、地方輸送に関する欧州政策テーマに対する要望 

   ・輸送機関に関するグリーンぺーパー（即時アクションプランに反映）、ITS アクション

プランの提案、2010年以降の輸送の将来性に関する新しい交通安全アクションプラン（ホ

ワイトペーパー）の提案 など 

 (ｃ)欧州プロジェクト 

欧州プロジェクトとして、交通に対する諮問機関（ERTRAC：道路輸送諮問委員会、

EUROFORUM：都市輸送プラットホーム）、研究開発、官民の協働、エネルギー効率の公共

交通に係る領域に積極的に参加している。 

2006 年～2007 年には ECLIPSE※プロジェクトに取り組んだ。EC の支援により他の国の

研究機関等と取り組んだもので、社会政策の実施領域におけるあらゆる社会的排除を無

くすというアムステルダム条約の導入を進めるため、交通分野での課題共有と解決方法

を探る取り組みである。2006 年のペルージャ会議、2007 年のブリュッセル会議、それら

に関連するワークショップが欧州各地で開催された。 

交通分野での社会的排除は、例えば過疎地に住んでいるため移動手段が無く外出がま

まならない、高齢で自動車が運転できず外出できない、障害があり公共交通機関が利用

できないといったことが挙げられる。 

プロジェクトの目的： 
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・欧州全域の交通関係者の間において、交通と社会的排除の問題についての認識を高

める。 

・こうした問題に取り組む交通関係者に対し、優れた取り組み事例のメニュー、解決

目標、評価のためのツールなどを提示し普及させること。 

・欧州の各地域、都市において、交通の主体及び利害関係者と永続的に機能する戦略

的な協調を図り、交通と社会的排除に関する政策を形成する。 

・交通における配慮が確実になされるよう、NAP（National Action Plan）プロセス

に参加する会員地域と連携する。 

・欧州レベルで課題を提起する。 

 

※ECLIPSE（European Cooperation and Learning to Implement Transport Solutions to 
Combat Exclusion：社会的排除を無くすための交通による実践的解決方法の習得及び
協力に関する欧州プロジェクト） 

 

他に POLIS が主体となって取り組んだ実践例として、仏・リールにおけるオーガニッ

ク回復センターとの共同事業で、ゴミ処理で出るバイオガスを利用してバスの燃料とし

た取り組み、西・バルセロナ都心部における貨物輸送の静穏化政策の実現などがある。 

 

（３）欧州におけるアクセシブルな公共交通機関に対する取組 

欧州（特にブラッセル）では、高齢者・障害者を代表する多くの包括組織が存在する（AGE、

EDF 等）ため意見の集約は行いやすい。 

法制度については、欧州基準は比較的インフラ対策を重視したものが多く、車両自体に対

する対策は少ないと認識している。欧州法としては主に航空輸送と鉄道輸送を対象としてい

る。交通のあらゆる分野での EU 全土における法整備の必要性が挙げられるが、加盟国法との

整合が難しく対応が進んでいない。また、法制度を確立したとしてもロンドンの地下鉄のよ

うに設備が古く整備が困難という理由で適用除外されることも考えられる。 

今後の主要な取り組みとして、公共交通機関のアクセシビリティ改善に向けた手段の創出、

欧州における公共交通機関のアクセシビリティの検討・見直し、欧州全土にわたる法的枠組

みの検討・見直しが考えられるが、現状では、国や都市により障害者の考え方・定義が一定

ではないため、対応が一様に進む状況にはない。 

 

（４）公共交通機関のアクセシビリティ確保への取り組み、課題等 

①過疎的な地域（山間部等）における移動の確保 

自治体や国では需要に応じた交通手段を創生し、これに対する財政援助を行うケースや

不定期バスを運行するケースがある。現状ではサービスレベルについては地域差が大きく、

予算の配分も福祉には手厚い一方で、輸送サービス分野は低いという傾向がある。コミュ

ニティバスやタクシーによる輸送についてもコストがかかる問題を解決できておらず、そ

の点では良い事例と呼べるものがない。スウェーデンのように限度はあるものの、移動権

を保障（法制化済）する方向もある。 
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②運転免許を所持しない人や運転を止めた人への対応 

基本的には、公共交通機関によりカバーされるべきである。60～65 歳でシルバーパスを

発給し実質的な移動費の補助を行う例が挙げられる。健康維持を視野に「ウォーキング」

も手段の一つと捉えられており、歩行の安全性確保や、ストリートファニチャーの整備な

どの取り組みも見られる。 

 

③公共交通機関のアクセシビリティに対するニーズや意見の収集方法 

会員各都市において一般の利用者グループとその他の利害関係グループ（事業者や関係

団体等）を含めた「乗客輸送フォーラム」を実施し意見を集約している。公開諮問（ミー

ティングやアンケート）的な取り組みも実施している。 

 

④通常の公共交通機関を利用できない人達のための輸送サービス 

需要に対応した輸送機関（STS）を提供する考えが一般的だが、コストがかかる。多くは、

社会保障予算から財政支援を行っている実態がある。 
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2 European Disability Forum (EDF：欧州障害者フォーラム)  
 

応対者：Maria Nyman 政策担当 

訪問者：吉川、沢田、柏原(通訳) 

訪問日・場所：2009 年 9 月 8 日 EDF 本部 

 
（１）EDF の概要 

・1974 年から EC は様々な障害者関連のプログラムを実施して来たが、より本格的な取り組

みは諮問組織として EDF を設置した 1993 年からと言える。“コンサルテーション”をキー

ワードにヘリオス(Helios)という名称のプログラムを開始し、12 の国を代表する NGO など

の障害者団体が参加した。 
・1997 年には EU が欧州における条約等について障害者が特に言及されるべき存在であると

位置づけ、EDF の飛躍の年となった。 
・EDF は独立組織で意思決定はすべて障害者が行う。年間予算は約 1 億 5 千万円（2007 年度）

で、約 77%が EC からの補助金である。現在フルメンバーとして 30 団体、アソシエイトメ

ンバーとして 46 団体が参画している。国別の組織で見ると表 1 の通り。 
  

表 1 EDF 加盟組織の国別加盟状況 

オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ、デンマーク、フィンランド、 
ドイツ、エストニア、フランス、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、 
イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェイ、 
ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、 
スウェーデン、イギリス及び北アイルランド 

 
・ヒアリングに立ち会った Nyman 氏は交通を担当。交通の領域は欧州レベルで対応すべきも

のに限り EDF のテーマとなるが、個々の国の政策については個々の障害者団体が取り組む

べきものであるため EDF として特に調査活動等は実施しない。 
 
＜欧州の障害者の取り組みに関する略年表＞ 
 2000 年 就労分野で初となるあらゆる障害者差別を禁ずる欧州指示書が採択 
 2000 年 基本的権利に関する欧州憲章に二つの障害者関連条項が入る 

2001 年 都市内路線バスのアクセシビリティ規範が欧州指示書に含まれる 
 2003 年 欧州障害者年 
 2004 年 公共契約における雇用とアクセシビリティに関する特定条項が欧州指示書に組み

込まれる 
 2004 年 新たに 10 のメンバーが EDF に加盟 
 2006 年 航空における障害のある搭乗者の権利について最初の規則が採択される 
 2007-2013 年 非差別とアクセシビリティの原則が欧州基金の規定に盛り込まれる 
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 2007 年 人権条約の歴史上初となる障害者権利条約が国連で採択される 
 
（２）交通分野について 

・欧州レベルでは特に現行の法制度の改善の働きかけを強めている。 
→バスについては全ての新車でアクセシブル化を求めている 
→鉄道（ヘビーレール）については全ての新車でアクセシブル化を求めている。しかし鉄道

車両は耐用年数が長いため、この分野の進捗状況は良くない。 
→車両の改善が進んだ場合、既存の低いホーム（インフラ）改善はどのように対応するか？ 

駅側については、何らかの改築時にフラット化を求めているが、国際列車などは各国の

車両の規格が異なり一律に合わせられないことから課題になっている。 
・規格づくりについては、フォーラムを開催してグッドプラクティスの紹介など、情報交換を

している。EU 内で統一的な規格にしていくのは課題が多く難しい状況にあると考えている。

（バス、鉄道には欧州委員会の COST レポートがあるが、あくまでガイドラインであり、

法的拘束力はないためアクセシブル化が進まない状況がある） 
・EDF の考えとして、アクセシブル化は多くの人に効用があるとして、積極的に進めるよう

働きかけている。子ども連れや高齢者などの利用者増につながり、また一般旅客の乗降時

間の短縮など長期的に見た経済的メリットがある。 
・モビリティ（移動性）の低い人についても公共交通機関を利用してできるように求めている。

そのためには交通事業者がトレーニングを実施すべきで EDF でも取り組んでいる。 
 
（３）EC との連携 

①EC への意見提案 

・EC への意見提案等については、各ワーキンググループの活動状況により異なるが、鉄道と

航空については定期会合を持っている。関係官庁や航空産業、事業者など利害関係者が一

堂に会する。意見調整がつかないこともある反面、相手の考え方を知る機会にもなり、決

まったことの周知がしやすいメリットもある。 
・重要法案等があるときは EC に対して EDF 単独で申し入れを行っている。 
・EC に対してはテーマごとに各ユニットが決まっているため、それぞれのユニットと交渉す

る。部署によって対応の温度差があるのは事実。最近は旅客サービスに関わる部門とのや

りとりが多く、現任の担当者が非常に好意的なため話が進めやすい。 
 
②EC での協議 

・EC の協議で事業者と障害者の意見のすり合わせはどのように行っているか？ 
→EC 協議の場以外でも協議は行うが相手が大きな産業であればあるほど、人材もお金も

持っているので、EDF としては不利である。例えば、ある法案を通したくても、産業

側ではその法案が通らないようにロビー活動を活発に行うことがある。最近では産業

界ともコンタクトの機会を増やすことで理解を深めることに注力している。 
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③提案案件の決定 

・EC に提案する案件などを決める際の意思決定についてはどのような仕組みを持っている

か？ 
→EDF ではヨーロッパ全体でどのような障害者施策があるのか常時モニターしている。 
→動きがあった場合は、27 カ国の加盟組織に伝達する。同時に欧州レベルの各障害の組織

（欧州盲人連合など）にも伝達する。 
→それぞれの組織からの反応を待って、意見を整理する。 
→対応する必要がある場合：年に 3 回開催する理事会で意思決定する。さらに重要な案件

については通常年に 1 回の総会で討議する。 
・最終ゴールは障害者が自立して移動できることであり、障害の程度が重度であってもメイ

ンストリームを使うことを念頭に置いている。 
 
（４）コンフリクト問題について 

・コンフリクト（対立）と言うほど大きな問題はないが、ある障害のニーズに対応すればある

障害にとっては問題になるケースがある。しかし、EDF が強い組織として活動し、発言権

を持つには意見をひとつにまとめる必要があり、そのための EDF という自覚を持って取り

組んでいる。 
・協議プロセスの中で必ず解決策が見つかるという信念で対応することが重要である。 

 
（５）就労 

・雇用者側には障害に焦点を当てるのではなく、能力に焦点を当てるよう働きかけている。日

本でも同様の状況があると思うが、重度の障害者、知的障害者などは職種も限られ、採用

も少なく、低賃金の状況である。 
 
（６）高齢者の意見収集について 

・高齢者の意見集約については、組織の代表者だけでなくオンラインでの意見募集などを活用

すべき。欧州でもかつては組織の代表者が十分に当事者の意見を反映していない面が指摘

されていた。最近は改善されつつあるが、旧共産圏ではまだ部分的に権威主義的なところ

もあり、一般の高齢者の意見が十分に反映されないことはある。 
・意見を聞く際に、なるべく若い人を選択するなどのキャンペーンを EU の支援で行ったこ

ともある。 
 
（７）認知障害等について 

・認知症、知的障害、ロービジョン等についても研究は進んでいる。ニーズを知るところから

取り組んでいる。100%の解決策はないが、90 点を目指している。その対策から漏れる人は

個別対応によると考えている。EDF は研究機関ではないので、障害者の声を集めてニーズ

を表明することが重要であり、その先は大学など研究機関の役割であると考える。 
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（８）個別交通手段の考え方 

・個別の交通手段（STS）の提供については国レベルというよりは自治体レベルなので EDF
では介入していない。過疎地などでは個別の交通手段が使えるべきと考えるが、あくまで

も公共交通機関（メインストリーム）の補助的な役割と考えるべきである。STS が最終的

な解決策では問題があると考えている。 
 
（９）都市間バスについて 

・リフトの装備だけでなくターミナルや車内での音声や文字による対応を進めることについて

取り組んでいる。欧州内の移動について言えば、都市間バスは安くて手軽な移動手段なの

で、障害者がそれらを利用できることは重要と考えている。 
 
（10）その他 

・高齢者分野では AGE と連携している。高齢者は人数も多く、高齢者のための対応により、

障害者も恩恵を受ける面もある。共通事項も多く連携は重要である。 
 
※EDF から：日本では利害関係者を一堂に集めた常設の意見交換の場はあるか？EDF の経験が

役に立つと思うのでそうした機会があるときは協力したい。 
※交通分野への意見を出す場合、EDF では基本的に ITF 及び EC レベルの技術検討委員会で検討

された内容に対するコメントを出し、それが反映されるよう働きかけるスタンスである。結果

的にはそれら委員会のレポートに意見が反映されていれば、EDF の活動の成果になっていると

いう認識であった。（EDF で入手したり見せてもらった参考資料は EDF オリジナルではなく、

全て ITF、EC 関係のものであった。また、本報告書記載の Polis や AGE も参画したプロジェ

クトが多かった。） 
以上 
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3 STIB（The Brussels Public Transport Company：ブラッセル市交通局） 
  

応 対 者：Eddy Houck 氏、Didier Dumont 氏、Maude Sternotte 氏ほか 

 訪 問 者：秋山、北川、吉川、沢田、柏原(通訳) 

 訪 問 日・場所：2009 年 9 月 9 日 STIB 本部会議室 

  ※参考資料 2・3 にプレゼンテーションスライド掲載 

 

（１）組織概要 

 １）組織形態 地域公益法人 

 ２）事業地域 29 自治体、241㎢、地域人口 116 万人 

 ３）路線延長 690 キロ 

 ４）モード 地下鉄４路線（地下鉄／トラム混合路線プレメトロ 2路線） 

       トラム 20 路線 

       バス 67 路線（夜間バスを含む） 

 ５）輸送人員  286 百万人／2008 年 

        地下鉄：187 百万人／2008 年（511,300 人／日） 

 ６）その他 アクセシビリティに係る技術面では、国外におけるエンジニア業務を実施してい

る（技術センター） 

 

（２）高齢者・障害者等への対応や取組 

 １）地下鉄 

   ・地下鉄の設計、建設、改装はブラッセル首都圏行政府が行い、維持管理は STIB が担当。 

   ・建設は 1960 年代に設計され、徐々に建設が進められ現在に至る。 

   ・2009 年 4 月に地下鉄新線が開業した。 

① 全盲及び軽度視覚障害者への対応 

  a.標識設置 

   ・情報掲示板（触知案内図）：点字、読みやすい文字、浮き彫り矢印を使用 

   ・誘導ライン：床面に凸凹レリーフ（プラットホーム、階段・エスカレーター付近） 

・「注意」を促す鋲（視覚障害者代表と協議したモデルであり、リスボンでも使用してい

る）鋲等は視覚障害代表者との連携で 1990 年よりブラッセル地区の公共交通機関インフ

ラ担当部署により設計 

   ・69 駅中 58 駅に軽度視覚障害者用設備を整備、4駅が設置準備中 

   ・「注意」表示は全駅設置済 

    ※視覚障害者の駅構内における自立移動を目的とした訓練を実施 

  b.留意点 

   ・快適さと安全性の確保のためには、標識類の定期的な更新が必要 

   ・駅構内での工事を行う際にも更新が必要 
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② 車いす使用者への対応 

  a.エレベーターの設置 

・1990 年の都市計画規定により全ての新駅（または駅の改修時）は車いす使用者に対応し

たアクセシビリティを確保しなければならない。 

・ブラッセル首都圏は新駅に限らず全駅が車いす使用者のアクセシビリティを確保するこ

とが決定し、2015 年にこの計画が完了予定。 

    ※2009 年、69 駅中 22 駅に車いす用設備（エレベーター）を設置（42 基） 

     エスカレーターは 574 基設置 

・エレベーターは建設に必要なスペースと技術的問題を考慮した上で、駅の構造と一体化

させるか、また追加的に建設する。 

・エレベーターは全ての乗客が使用可能（自転車も含む）であるが、速度は遅く設定され

ている。 

・エレベーター内には監視カメラとインターホンを設置し、緊急時には駅職員を派遣する。 

  b.段差の解消 

   ・プレメトロ（LRT 車両が地下鉄線も運行するもの）用の低いホームと通常車両用のホー

ムの間には必要に応じスロープを設置している。 

   ・車両とホーム間に段差があるため、車いすでの乗降はスロープ板が必要である。 

    ⇒現状は STIB で無料のアシスタントサービスを実施している。 

※アシスタントサービス：利用者は、地下鉄利用の 24 時間から１時間前までにアシスタン

トサービスを予約する。担当スタッフが利用者をホームで出迎

え、乗車駅から降車駅までの全行程に付き添う。 

   ⇒2008 年には 2,053人がアシスタントサービスを利用し、アンケートによる満足度は高い。 

   ・スロープ板は現在 35 基保有し、70 基を発注中。 

・ブラッセル首都圏と STIB では、車両とホームのギャップを幅 4㎝以下、高さ 5㎝以下ま

で縮小するための試験を実施。ただし、旧式のトラム車両については対応不可能である。 

・将来的には全ての新型車両に電動式スロープを設置し、車いすのアクセス向上を図る。 

  c.問題点 

   ・アシスタントサービスについて、夜間は人員が減るため 21:30 以降、十分なスタッフを

確保することが必要だが、コストがかかる。 

   ・エレベーターの故障といった事前の情報提供が必要である。 

  

２）バス 

   ・１路線がアクセシブルとなっている。アクセシブルの基準は車両も停留所も全てアクセ

シブルであることが前提のため、そうした視点で見れば 1路線しかないということ。 

   ・ノンステップバスは 100％(1993 年から導入開始)導入済みである。 

   ・バス停数 首都圏 19 区 ： 900 停留所 

         郊外エリア ：1,300 停留所 

         周辺 10 地域： 200 停留所 



16 
 

   ・バス停の改修（参考資料のスライド参照） 

    全てのバス停を評価し下記 3グループに区分 

     Limit：停留所環境が悪く改善が必要 

     Basic：一般者は利用可能（アクセシビリティに問題あり） 

     Ideal：全ての利用者が利用可能 

    上記を基に、利用者数、道路形状、車線数を考慮し、順次改良を実施している。 

  

３）トラム 

   ・35％がノンステップ車両（集中投入している） 

    ※新規導入車両は全てノンステップ車両であり、電動スロープを装備している。 

 

 ４）情報提供等 

   ・地下鉄での情報提供に関しては、障害者団体代表の承認を得たものを導入 

   ・ウェブサイトは様々な障害者”Any Surfer”が利用できるよう設計 

    ⇒運行情報や工事情報をリアルタイムで提供したい。 

   ・バスやトラムの停留所の改造を推進中 

   ・地下鉄、トラム、バスの新路線の駅・停留所に視覚による情報提供を導入 

   ・地下鉄駅において音声案内を実施（2010 年完全実施） 

・全てのバス運転者に、高齢者・障害者等のニーズに対応し、質の高いサービスを提供す

るための教育訓練を実施（今後、トラム運転者にも拡大予定） 

・トイレは 1960 年代まで設置していたが、バンダリズム（暴力・破壊行為）の横行、衛生

面、防犯面での問題により整備を中止した。そのため基本的に地下鉄駅にトイレはない。 

 

 ５）組織面での対応 

   ・2007 年にアクセシビリティ施策を取り扱う部署（調整センター）を新設した。調整セン

ターは、アクセシビリティ改善を担当する部署（技術センター）の代替ではなく、アク

セシビリティ関連部署の代表者を集めた WG（身体的障害のある乗客の対応）を設立し、

監督官庁や PRM（Passengers with Reduced Mobility・移動に制約のある旅客）への対

応を取り扱う部署となることを目的としている。 

   ・調整センターは、全社内にＰＲＭ志向の設計思想と改善の精神を普及させる試みでもあ

る。 

   ・2008 年に「アクセシビリティに関する戦略計画 2008-2012」を PRM と同時に構築した。 

 

（３）アクセシビリティに関する戦略計画 2008-2012 の概要 

  ※この戦略計画は、2008 年ブラッセル市の監督官庁から承認された。 

 １）顧客への対応に向けた計画 

   ・情報のアクセシビリティ（行程の前後） 

   ・インフラのアクセシビリティ 
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   ・車両のアクセシビリティ 

   ・人的要因への対応 

  

２）3つの軸 

   ・ネットワークのアクセシビリティ改善の継続 

   ・アクセシビリティの維持管理手法の開発 

   ・ホームと車両との段差縮小（長期的計画で推進） 

  

３）50 のプロジェクト 

戦略計画では計 50 のプロジェクトが示され、STIB の 11 部署から選任された 20 名のプ

ロジェクトマネジャーが担当している 

 

（４）公共交通機関で高質なアクセシビリティを提供するための鍵となる要因 

  ○代表者組織（例えば障害者団体）との意思疎通 

  ○アクセシビリティの確保が最初の設計時に一体化されていれば、低コストで実現可能 

   ⇒共通の設計 

   ⇒全関係者が「アクセシビリティ志向」の精神で取り組むことが不可欠 

  ○視覚障害者、車いす使用者に限らず全ての障害者に対する配慮を怠らないこと 

  ○アクセシビリティの維持管理の実施を怠らないこと 

  ○人為的要因を見逃さないこと（サービスの品質） 

 

参考写真 STIB 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

低床式トラム 100%低床の都市内バス 
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プラットホーム上の車いす乗車位置案内 

地下鉄（縁端警告ブロックは金属製の大型鋲） 

地下鉄車内の連結部（車輪系のものでも通過できる） 

地下鉄プラットホームにある出口及びエレベータ位置の

案内 

地下鉄ホーム上の点字触知図版 

盤面には出口や乗り場を示す案内がある 
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 以上 

エスカレーターに使用されている注意喚起のピクト ホーム上の注意喚起警告ブロック（大型の金属鋲） 

ホーム上の通報装置（ボタン位置がやや高い） 地下鉄へのエレベーター入り口（デザイン性重視

のためか視覚障害者等にとって棒がじゃまになる）
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4 European Elder People's Platform (AGE：欧州高齢者プラットフォーム)  
  

 応 対 者：Ann-Sophie Parent 事務局長、内藤楠人研究事業アシスタント、Ilenia Gheno 研究事業アシス

タント 

 訪 問 者：秋山、北川、吉川、沢田、柏原(通訳) 

 訪問日・場所：2009 年 9 月 9 日 AGE 本部 

 
（１）AGE 概要 

・2001 年設立。高齢者へのあらゆる差別、特に年齢に関する差別の撤廃を目的とする。 
・EU レベルで決定される規制へのロビー活動なども行う。 
・Mediate など EU レベルのリサーチプロジェクトにメンバーとして参画（(2)以下参照）。 
・事務局長は保険会社に勤めて年金業務の経験があることから AGE に参加。内藤氏はベルギ

ーで 15 年生活し大学では早期退職プログラムに見る日本との意識の差を感じて AGE に参

加。 
 
（２）AGE が参画するプロジェクトについて 

①Mediate：Methodology for Describing the Accessibility of Transport in Europe 

  欧州における交通アクセシビリティの記述方法検討プロジェクト（図 3） 
専門家グループ、ワーキンググループ、エンドユーザーグループからなる。エンドユーザー

には、盲人会、障害者家族会、年金者組合、自立生活支援関連団体なども参加して、現状の

アクセシビリティ達成水準をどう評価するか、新たなアクセシビリティ対策の効果をどう評

価するかを検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3 MEDIATE プロジェクトのパンフレット 
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③ Oasis：Open Architecture for Accessible Services Integration and Standardization 
  高齢者向けアクセシブルサービスの統合と標準化のためのオープンな機構（図 4） 

  このプロジェクトは高齢者の日常生活に関わるあらゆるサービスについて評価し、必要

であれば改善を提案していく取組である。特に高齢者の ICT(Information and 
Communication Technology)活用が重要テーマであるが、公共交通機関の利用も当然なが

ら対象として含まれている。 
ECの協調補助による大規模統合プロジェクト第7次フレームワークプログラムとして位

置づけられている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 4 Oasis プロジェクトのパンフレット 
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④ Aeneas：Attaining Energy – Efficient Mobility in an Ageing Society 

  高齢化社会におけるエネルギー効率の高いモビリティの実現（図 5） 
高齢者の外出を支援する目的で、エネルギー効率を考慮しつつ、高齢者が積極的に公共交通

機関等を活用し移動できるようにワークショップなど（図 6）のイベントを通じて周知を行っ

ている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 Aeneas プロジェクトのパンフレット 

 
 
 
 
 
 
 

 
図 6 Aeneas 高齢者向けワークショップ、公共交通利用トレーニングの様子 
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上記はエネルギー面での効率化であるが、最も大きい問題は運行経費に関するものである。

バス路線の廃止は欧州でも生じている。ミニバスやタクシーでの代替的対応を試みているケー

スが大半だが、多くはコスト面で立ち行かなくなる。自治体の補助金によりタクシーの利用を

支援したり、自家用車の運転をやめた人にフリーライドパスを発行するなどの対策も出てきて

いる。OECD での取り組み報告に、朝のスクールバスを昼間に活用するなど報告されている。 
 
（３）高齢者の意見集約 

・EU 全体で見た場合、27 カ加盟国それぞれに独自の地域性がある。年金システムの違いも

あれば、国レベルに止まらず地方と都市や地域ごとの違いもある。さらに収入状況、モビ

リティが低下していく過程の差異など独自性は多様。ただし、高齢者問題は共通項が多い

のも特徴である。 
・おそらく EDF などと共通の方法と思うが、各地の高齢者組織から選ばれた人によって意見

集約を進めるのが基本である。 
 
（４）EU への諮問、意思決定など 

１）EU への諮問について 

・コンサルテーションについては EU 指令により、高齢者分野の意見については AGE から意

見聴取を行うことが定められている。 
・ボトムアップ形式の市民参加が制度として成熟している欧州では、意見集約された結果が整

理されて EU に伝わることになる。ただし、すべてがうまく行くケースばかりでないのも

事実であり、EDF でさえどの障害に対してどういうメッセージを届けることが重要なのか

が不明確になることもある。 
・EU についても提案できる分野は限られている。例えば交通は国ごとなので受け入れられな

い。アクセシビリティは各国で対応すべきものという整理である。こうした分野ではベス

トプラクティスを通じて情報交流をはかり水準の底上げを図るが、ローカルレベルからで

は、なかなか上に伝わりにくい現実がある。 
・モビリティ関連では EU の統一化で行われている交通マネジメントなどがある。指標の整

理を行い提示した後は、各国で勝手に活用してもらい、結果の出し方については任せると

いうもの。 
 

２）意見の集約 

・参加主体と働きかける先との意識のギャップを埋める不断の努力をするということが最も重

要である。 
 →日本でのバリアフリー法では市民参加が基本構想を作る場面など一時的になりがち。事

後評価が十分にできなくなる。 
 ・高齢者、障害者団体などの中間的な団体による諮問的役割については、欧州では新興加盟

国が苦労してそのプロセスを構築しているのでそうした経緯を見ることが日本でも参考に
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なるのではないか。 
 ・ボトムアップの土壌が十分に無い日本では別の方法を探る必要もあるだろう。 
 ・組織の活動が形骸化しないためにも、世代間連帯、異なる価値観のすりあわせが重要であ

る。このプロセスを通じて、異なるステークホルダーの理解が進み、政策レベルに反映さ

せるための意見集約ができるのではないか。（世代間交流についてはレポートあり） 
 
３）その他 

・権利条約がうまく浸透するかどうか、施策を具体化する受け皿があるか、具体化で誰が決

定権を持つかが重要である。法制化する人、具体化する人の力関係、役割関係の連携が重

要である。EU でもこれらの事情は国によってかなり異なっている。 
 ・検討の枠組み提示を日本はどこまでできるか。諮問組織で推進するより、常に変化するニ

ーズを捉えて、指標を明確に示せるような組織体として存在する方法もありうる。 
 ・EU の手法、メソドロジーがわかる 2,3 の事例を紹介してもらい日本との違いを認識しても

らうこともセミナーとしては役に立つのではないか。 
 ・オランダでは介護の基準が国から地域に任せられたが質のばらつきが著しくなった。 
 ・ベルギーでは 65 歳以上が公共交通無料の施策について地域に任せたところ財政力の強い自

治体とそうでないところの差が出てしまい問題になったため、3 地域の交通公社が再び連携

して無料制度が元に戻った経緯がある。 
  
（５）日本の高齢者組織など 

 ・日本には JANCA という高齢者団体を束ねる組織がある。→要調査 
 ・高齢者に積極的に参加してもらう戦略は日本で検討されているか。 

・自治体はコストベネフィットでメリットがあると説得しやすい。 
 

以上 
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Ⅲイギリス ロンドン 

1 DPTAC（Disabled Persons Transport Advisory Committee： 
障害者交通諮問委員会） 

  

応 対 者：Dai Powell 新議長、Will Bee 委員（図 7）、 Jimi Adeleye 運輸省事務官 

訪 問 者：秋山、北川、藤山、吉田、岡村、吉川、沢田 

訪問日・場所：2009 年 9 月 10 日 運輸省会議室 

※訪問日・場所：2009 年 9 月 11 日 UCL キャンパス Chadwick Bldg. Ann Frye ロンドン大

学客員教授／Ann Frye Ltd.代表 

※参考資料 4 にプレゼンテーションスライド掲載 

 

ロンドンでは 9 月 10 日の運輸省内 DPTAC 事務局でのヒアリング以外に、翌日 UCL（ロンドン大

学）の Ann Frye 客員教授からのヒアリングも行った※。アン・フライ氏は元運輸省職員で、DPTAC

の創設時の担当官でもあり、創設当時の状況も踏まえて取材を行った。本章ではその内容も合わ

せて整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 質問に答えて頂いたパウエル委員長(左)、ビー委員 

 

（１）DPTAC の概要 

  １）設立と役割 

   ①設立：1985 年 

・当時の交通法に基づき設置された。それ以前の経緯として、1981 年（国際障害者年）当

時、運輸省では障害者に関する全ての側面を調査することになった。フライ氏が担当と

なり交通機関だけでなく道路や建築物のアクセスなどの調査を実施した。この時の調査

委員会が後の DPTAC の母体となる。 

・最初は障害者へのインタビューから開始した。対話する中でこれまで障害者当事者が交

通関係者と話をする機会がまったく無かったことに気がついた。同時に、交通産業側で

も障害者のニーズが大きいことは予想できたので、積極的なコンタクトを避けていた側

面があった。 
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・インタビューを進めていく中で、障害者がアクセシブル化については、コストや時間が

かかるということをかなり理解しているというこがわかった。当時は、委員会ではドア

ツードア性の高いタクシーの効果が大きいと判断し、まず改善に着手することにした。 
・1985 年の交通法制定時、この委員会の位置づけを明確にするため、委員会の設置に関す

る規定を法律に組み込むことを提案した。政権が変わっても委員会が簡単に廃止される

ことがないように、法律に明記することがとても重要であった。骨子として委員の資格、

権限、運輸大臣の指名を受けること、構成人数、障害者の構成比などを定めた。 
 

②役割 

・政府からの政策諮問を受け政策助言を行う(大臣から検討を依頼された案件については対

応する義務がある。) 
   ・政策助言に基づく検討・作業（具体的には別記） 

   ・対象は全ての障害者とし、また公共交通機関のみならず公共施設も対象としている。 

    ※DPTAC は必要ならば政府への批判は行う。独立性が保たれていることが重要であり、

これが保障されていなければ存在意義も薄いと言える。しかし、いわゆるキャンペー

ン（ロビー活動）団体ではなく、広い視野から意見等を把握しアドバイスを行う組織

である。 

※DPTAC で行わないこと：苦情に対する裏付調査は実施しない（状況報告を受け把握す

るのみ。苦情は消費系の別組織で対応） 

・DPTAC の年次報告書は国会で承認されたオフィシャルな刊行物となる（図 8）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8 DPTAC の 2008-09 の年次報告書 

 

２）メンバー構成と運営 

   ・構成メンバー21 人（内１人は委員長）（委員長以外に 10 名以上 20 名以下の委員を選任

することになっている） 
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   ・法律によりメンバーの 50％以上が障害者でなければならない。（現在は構成員の約 80％

が障害者） 

   ・メンバーは公募制であり、政府の委員会にて決定され、最終的に運輸大臣が指名する。

指名段階では障害者団体等との協議が行われる。 

    ⇒選任は、地理的に英国内の多地域に及ぶものとし、全国的な視野をもつ者となるよう

に行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 委員会の様子 

 

   ・事務局は国が支出する資金により運営され、運輸省内の専属職員（現在 6 人）が配置さ

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

   ・DPTAC 内では委員会を設け検討テーマを設定して議論を進めている（図 9）。 

    主要委員会 ○航空・船舶分野 

          ○鉄道分野 

          ○バス・トラム分野 

          ○個別交通 及び インフラ分野 

    ワーキング委員会 DPTAC メンバー以外の地方行政府や諸団体により構成 

＜委員の公募について＞ 
公募を行うと 100 人くらいの応募がある。障害者は交通に関して意見を持って

いる人が多いためである。時間をかけて面接を行い単にキャンペーンを目的とし
たような人は排除する。全国レベルでの物事を判断し、多くの障害者の声を反映
できるような人を選ぶよう配慮している。 
上述の通り、障害や居住地域なども偏在しないよう配慮するが、実際はロンド

ン在住の委員が多くなる傾向にあり、都市部重視との批判的意見を受けることも
ある。（議長ダイ・パウエル氏のコメント） 

＜運輸省職員が専属スタッフになることについて＞
運輸省職員がスタッフを担うことには問題がないわけではない。DPTAC の意向

に沿って仕事を進める中では省内の別の担当職員と意見が異なる場合がある。自
由な議論ができるように当初は DPTAC 担当スタッフの部屋を分けるなどの配慮
をしたこともあった。運輸省のレスポンスが遅いというような指摘はあったが、
幸いこれまで大きな齟齬を来したり、対立するようなことは少ない。 
今後何か改革する機会があれば外部スタッフを雇用するのも一考だと思う。 

（元運輸省アン・フライ氏のコメント）
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   ・上記委員会でガイドライン等の策定に関わる。 

⇒鉄道のデザインコードなども作成した。こうした成果は、以前はあくまでもガイドラ

イン的位置づけであったが 1995 年の DDA（障害者差別禁止法）以来、強制力を持つも

のに格上げされた。 

・メンバーは年間 20 日間を組織の仕事に充てることとされている。主としてロンドンで開

催される委員会会議のための日程に充てられる。 

・これまで無報酬であったが最近有償化された（有職者が仕事を休んで参加することに対

する補償の問題が提起されたため）。ロンドンの会議以外に地域や所属組織での情報集

等の活動が生じるが、それらは全て無償の活動となる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

３）DPTAC の活動原理 

・障害者のより広い経験と視点を取り入れること。 
・障害者の交通機関の利用を最大限奨励すること。（公共交通機関がアクセシブルになって

もそれを知らない障害者も多い） 
・政府投資による事業は全てアクセシブルにする（EU でも同様）。 
・アクセシビリティはメインストリームの活動であること（全ての人がこれを考慮して仕

事を進めること） 
・アクセシビリティをどうするか決める場合は必ず利用者が参加すること。 
・アクセシビリティの提供は事業者の責任で行うこと。 

 
４）DPTAC が行わないこと 

・苦情対応の調査は行わない（どのようなクレームが寄せられているのか傾向を知るため

にレポートの参照はする）。 
・法律の作成には関与しない。 
・ロビー活動はしない。（批判は自由だがキャンペーンには加担しない） 
 －地方自治体で労働党政権でない地域では政府の言うことが受け入れられにくい。そう

した地域でも DPTAC の勧告なら受け入れるケースがある。独立性が評価されている

証拠だと考えられる。 
 

 

 

＜有償化について＞ 
有償化は状況を勘案すると仕方ないだろう。すでに運輸省を離れているので言

えることだが、活動日数を設定する方法はあまり良いとはいえない。現在は月に
2 回程度会議を行う前提に日程が設定されているが、1 ヶ月に会議などで 2 回集
まればあとは何もしなくても良いという考え方も出てきかねない。さまざまな検
討案件が重なって必要性が高い場合でも時間外だからできないということにもな
る。これまでは比較的個々人の裁量でかなりの部分がボランタリーで対応されて
いた。有償化を否定しないが日数の設定は得策ではないと思う。 

（元運輸省アン・フライ氏のコメント） 
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（２）障害者のニーズ把握の活動 

１）意見の把握 

各委員がつながりのあるメンバー（ネットワークメンバー）から意見を聞くことが多い。

主な手段としては電子メールが一般的である。各メンバーからのレスポンスをまとめて会議

に提出する。 

地方部との連携は不十分な点もあり、改善が必要と認識している。地方自治体連合のメン

バーも必要に応じてワーキングに招集しているが、極めて出席状況が良くない。道路整備等

は地方主体の案件もあるので、こうした状況は改善しなければならない。 

現在、知的障害者がメンバーとして参加できるよう検討中であり、知的障害者がハラスメ

ントを受けることに対する対応についても検討している。 

 

２）具体的な諮問活動 

これまでの諮問活動の成果の主なものとして以下の点が挙げられる。 
・The Railway Act 1993/The Strategic Rail Authority が Code of Practice（実施基準）策定

の際に障害者と協議することが明記され、現在民営分社化されても継続されている。 
・1995 年の DDA（障害者差別禁止法）では政府は車両について全て障害者と協議することが

義務付けられ、技術指針の定義が進んだ。 
・協議の場が設けられ障害者や車両メーカー（事業者含む）が一堂に会する場ができた。メー

カーにとっては何をすればアクセシビリティのニーズにかなうものが作れるのか把握する

ことができ、またコスト面について障害者に対して説明できる機会を得たことになる。お

互いに問題点を共有できるまで時間がかかるが、その場で決定されたことには取り組みや

すい。プロトタイプの車両についてのユーザー評価を実施したこともある。 
・どの基準もそうだが、適用除外の仕組みは残されている。但し、DPTAC に対して、なぜで

きないか、代替案としてどのようなものを考えているかを提示し、合意を得ないと進めら

れない仕組みとなっている。DPTAC は説明を受けた後で、大臣に対して「この適用除外は

認めるべきではない」「期限を一年延ばして対応することを認める」等の勧告を行い大臣が

それにより最終判断することになっている。 
 
 
 
 
 
 
 

＜ロンドン市の位置づけ＞ 
The Greater London Authority Act 1999(GLA 法)によりロンドン市長が誕生し

た。運輸関係は以前の流れから DPTAC に意見を聞くことになっているが、ロン
ドン市のことなので政策レベルまでの意見として、あまり詳細については言及し
ない。ロンドン市交通局（Transport for London）においても独自の障害者アド
バイザー制度を持っており役割分担をしている。 
他の地域ではスコットランドとアイルランドにも DPTAC と同じ機能を持った

組織がある。           （元運輸省アン・フライ氏のコメント） 
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・DPTAC は全ての障害者の代表であり、政策面から技術面まで幅広い諮問が求められるので

委員の活動は多岐にわたり負担も大きい。以前は、一時的だが、建築物の諮問も行った時

期がある。現在は別の機関が対応している。 
 
 
 
 
 
 
 

 

（３）高齢者分野との連携について 

  ・AGE 等高齢者団体と連携し意見聴取を行っている。 

・欧州レベルでは、交通弱者を「高齢者、障害者、子ども連れ、荷物を持つ人など、すべて」    

とする動きがある。 

    ⇒DPTAC もこの点に着目し今後のあり方を検討している。高齢者とのコンフリクトの例

ではないが、例えば以下のような事象が生じている。 

     ex.)バス車内の車いすスペースでは、車いす使用者とベビーカー使用者が車いすスペ

ースを取り合うと言った事象が顕在化している。 

 

（４）DPTAC に対する評価 

・政府への信頼感向上に貢献した。 
・一貫性のあるアドバイスを提供した。 
・ニーズに合う政策提言ができた。 
・交通業界にリソースを提供してきた。 
 －業界団体が設計段階から DPTAC に意見を求めるようになるまでには時間がかかったが 
・1995 年のバスのアクセシブル化の義務化前に DPTAC はすでに独自の活動で仕様を発表し

ていた。車内の配色コントラストなどは現在も用いられている。（9～22 人乗りの小型バス

はまだ法律で規制されていないので課題がある） 
・設立当初は DPTAC の存在を知る障害当事者は少なかったと思われる。 

    →多様な障害者と接点をもつ必要性は認識していたが、財政面で難しかった。そのため、

政府の一部として政策提言を活動の主としていた。十分な接点を持たなかったことに

よる政策提言と現実との乖離が生じた時期もある。障害者の意見を反映する仕組みと

して、当事者間ネットワークを持ち、それらを代表するような者をメンバーに選任す

ることで現在のような諮問委員会のかたちができあがった。 

 

＜諮問書類のアクセシビリティ＞
実際に意見を求められるときには、諮問を投げかけてくる担当部署から 200 ペ

ージくらいの書類が届いて、来週までに意見が欲しいというような依頼もある。
しかし、障害者に意見を聞く場合は点字や拡大文字にするなど対応が間に合わな
いこともある。こうした経験から改善もすすみ、最近では学習障害がある人でも
理解できるような Easy Read Version でも書類を作成することになっている。重
要なことを簡潔にわかりやすく書くので、役所の担当者でさえ、通常の書類では
なく、まず Easy Read Version を読む人も多い。 
                 （元運輸省アン・フライ氏のコメント） 
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（５）現状での課題と将来展望 

・交通のアクセシブル化を実現していくためには、鉄道等のハード面のガイドラインだけで

は不十分であり、現場のスタッフによる介助・安全確保に対する教育の必要性が浮上して

いる。 

⇒スタッフの訓練ガイドラインの作成 

⇒どのような介助を行うか、ステップ等の使い方、外見上わからない障害に対する配慮 

 ・タクシーの分野においては、ブラックキャブ（いわゆるロンドンタクシー）が車いすに 100%

対応しているが、ロンドン郊外や地方ではプライベートハイヤー（個人タクシー）（図 10）

の車両が主流でこれらはセダンが主体のため車いす対応ができない。これらへの対応が求

められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 課題の多いプライベートハイヤー 

 

・ブラックキャブ事態も電動車いすなど大型車いすへの対応、ステップが高く高齢者の評判

が悪いこと、車両価格が高いことが課題となっている。 

  ・交通がアクセシブルになると様々な人が利用するため、視覚障害者、外国人、旅行者等へ

の情報提供が複雑になる。とくに多言語対応が重要と考えられる。 

  ・バスでの音声案内の標準装備も徐々に進んできている。 

  ・鉄道のガイドライン（1998）、バスのガイドライン(2000)が策定され、新車両はこれに準

じて製作されている。 

  ・基本的には欧州基準での対応 

    ⇒何年までに既存車両が廃止または改造されバリアフリー化されるかが年次で明らかと

なるため理解しやすい。 

        ⇒バスは 2017～2020 年に達成（更新サイクルは 17 年程度）。鉄道車両の更新期間は 30

～35 年。 

・DPTAC はメンバーが入れ替わっていくが、それによりこれまで蓄積してきた専門知識のバ

ランスが崩れる可能性がある。また、アクセシビリティに関する法律が整ってきたので

DPTAC の役割は終わったという意見が出てくるかも知れない。 
・ハードからソフトへの流れはどこも同じだと思う。教育などの領域はまだ課題が多い。 
・環境対策から政府は公共交通機関を奨励するが、人や地域によっては自家用車での移動しか



32 
 

できない場合もあり、そうした際の障害者の移動をどうするかまだ十分な議論がなされて

いない。 
 

（６）リサーチ 

・国レベルで一般の人の移動の調査を行った（交通センサス的なもの？）ことがある。DPTAC
でも同じ手法を使って障害者の移動の調査を行った。障害者は健常者の 1／3 しか外出でき

ていない実態がわかった。こうした研究的な活動も重要である。 
・WG の中では航空ワーキングが最も活発であるが、空間が限られているため航空機内のトイ

レがいつも課題になっている。最近ではエアバスが DPTAC 規格を採用した（図 11）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 11 DPTAC の提案が採用されてエアバスのトイレ図 

 
 
・トレーニング 苦情が多いのはスタッフの接遇に関する問題である。何を配慮すべきかのレ

ポートを出したところである。小中学生へのインクルーシブ教育も考えている。 
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（７）その他（質疑応答） 

＜オリンピック対応について＞ 

・現在すべてのワーキンググループがオリンピック、パラリンピックの案件に関わっている。 

＜地域交通計画について＞ 

・LTP（地域交通計画）にはアクセシビリティも重要な項目として位置づけられている。 

具体的に良い事例はあるか？ 

→エジンバラカウンシルが所有する送迎バス 

→ノッティンガム 〃 

＜DPTAC の独立性について＞ 

・独立性確保のポイント→法律に明記したこと、政府諮問以外にも交通産業からの依頼にこた

えるなど政府案件以外にも活動を広げていることが組織のバランスを保っている。恒常性

という点も重要である。 
・行政の組織図の中での DPTAC の位置づけは、以前はモビリティユニットの一部であった。

今はダイレクターボード（政策審議官部の直属）となっている。 
・DPTAC 無しに政府はノウハウを得ることはできなかったので、DPTAC は良いアイデアだ

ったと考えている。政府、政治家と少し距離を置いた位置づけが良いのだと思う。 
＜なぜ英国で DPTAC が成立し得たか＞ 

・欧州全般で見たとき同様の組織が普及していないのは→似た機能を持つところはあるが、フ

ランスの場合はもっと政府寄りのものだ。DPTAC もはじめから全ての活動の枠組みが明確

だったわけではなく、進化してきた感がある。1985 年の交通法はタイミングよくチャンス

をつかんだのだと思う。 
＜他省庁の領域との関わり＞ 

・現在はオリンピック委員会への諮問を行っている。空港建設ではプロジェクトごとに意見聴

取のために関係部署から呼ばれることがある。車両メーカー等も直接 DPTAC 事務局に意

見を求めるケースが増えてきた。そうしたコンサルティングは有償化という意見もあるが、

有償化すると意見を聞きにこなくなるので無料で続けたい。 
＜委託案件受託への意志決定＞ 

・外部の依頼案件は誰がどう決定するか→リソースの問題もあるので状況を見て DPTAC 自身

で決めてよいことになっている。想定された役割の範囲内ならば政府は干渉しない。事務

局に依頼が来たときは関係ないものであれば断るが、関連があるときは議長または各 WG
の議長に相談して受けるかどうか判断する。 
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＜参考資料１＞ POLIS で配布されたスライド 
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＜参考資料 2＞ STIB で配布されたスライド 1（全体像） 



50 
 



51 
 



52 
 



53 
 



54 
 



55 
 



56 
 



57 
 



58 
 



59 
 



60 
 



61 
 



62 
 

＜参考資料 3＞ STIB で配布されたスライド 2（バス停等の対策） 
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＜参考資料 4＞ Ann Frye 氏のスライド 
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